
注： 甲府市内の建物は甲府市役所に、富士吉田市内の建築基準法第６条第１項第４号の建物は富士吉田市役所に

書類を提出してください。

認定基準適合審査

認定書交付

工事着手

工事完成

工事完了報告

維持保全

認定申請

「建築及び維持保全の計画」
作成

地区計画等の適合審査技術的審査

各建設事務所に申請書を提出

各建設事務所に工事完了報告書
を提出

市町村等登録住宅性能評価機関
審査依頼

適合証交付

届出等

適合書類交付

基準に適合している場合、
長期優良住宅と認定


